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○ 

業
務
補
助
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
公
認
会
計
士
管
理
委
員
会
規
則
第
七
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

第
二
条 

業
務
補
助
は
、
一
年
に
つ
き
二
以
上
の
法
人
（
そ
の
法
人
が
金
融
商

品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
又
は
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十
一
号
に
規

定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
（
同

法
第
四
百
三
十
九
条
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に

よ
り
定
時
株
主
総
会
に
報
告
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
を
い
い
、
株
式
会
社
の
成

立
後
最
初
の
定
時
株
主
総
会
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
同
法
第
四
百
三
十
五

条
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
）
に
資
本
金
と
し
て
計
上
し
た
額
が
一

億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
以
上

の
法
人
）
の
財
務
書
類
の
監
査
又
は
証
明
に
係
る
業
務
を
対
象
と
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

［
略
］ 

第
二
条 

業
務
補
助
は
、
一
年
に
つ
き
二
以
上
の
法
人
（
当
該
法
人
が
金
融
商

品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ

て
い
る
場
合
又
は
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十

一
号
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対

照
表
（
同
法
第
四
百
三
十
九
条
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
り
定
時
株
主
総
会
に
報
告
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
を
い
い
、
株
式

会
社
の
成
立
後
最
初
の
定
時
株
主
総
会
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
同
法
第
四

百
三
十
五
条
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
）
に
資
本
金
と
し
て
計
上
し

た
額
が
一
億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
一
社
以

上
）
の
財
務
書
類
の
監
査
又
は
証
明
業
務
を
対
象
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

［
同
上
］ 

 

（
期
間
及
び
そ
の
計
算
方
法
） 

第
三
条 

業
務
補
助
又
は
実
務
従
事
（
以
下
「
業
務
補
助
等
」
と
い
う
。
）
の

期
間
は
、
通
算
し
て
三
年
以
上
と
す
る
。 

［
２
・
３ 

略
］ 

 

（
期
間
及
び
そ
の
計
算
方
法
） 

第
三
条 

業
務
補
助
又
は
実
務
従
事
（
以
下
「
業
務
補
助
等
」
と
い
う
。
）
の

期
間
は
、
通
算
し
て
二
年
以
上
と
す
る
。 

［
２
・
３ 

同
上
］ 



  

2 

 

（
業
務
補
助
等
報
告
書
） 

第
四
条 

公
認
会
計
士
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ

る
業
務
補
助
等
報
告
書
を
、
そ
の
住
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
住
所

が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局

長
、
当
該
住
所
が
国
外
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
関
東
財
務
局
長
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
写
し
を
当
該
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
報
告
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
公
認
会
計
士
の
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
業
務
補
助
等
を
行
つ
た
公
認
会
計
士
、
監
査
法
人
又
は
行
政
機

関
の
長
若
し
く
は
そ
の
他
の
法
人
の
代
表
者
ご
と
に
、
そ
の
発
す
る
第
二
号

様
式
に
よ
る
業
務
補
助
等
証
明
書
及
び
そ
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
当
該
業
務
補
助
等
を
行
つ
た
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

［
略
］ 

 

（
業
務
補
助
等
報
告
書
） 

第
四
条 

公
認
会
計
士
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ

る
業
務
補
助
等
報
告
書
を
、
そ
の
住
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
住
所

が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支

局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
写
し
を
当
該
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
報
告
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
公
認
会
計
士
の
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
業
務
補
助
等
を
行
つ
た
公
認
会
計
士
、
監
査
法
人
又
は
当
該
行

政
機
関
の
長
若
し
く
は
そ
の
他
の
法
人
の
代
表
者
ご
と
に
、
そ
の
発
す
る
第

二
号
様
式
に
よ
る
業
務
補
助
等
証
明
書
及
び
そ
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
当
該
業
務
補
助
等
を
行
つ
た
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
書
類
を
添
付

す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

［
同
上
］ 

 

（
報
告
書
受
理
番
号
の
通
知
） 

第
五
条 

金
融
庁
長
官
は
、
前
条
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
証
明
書
を
受
理
し

た
と
き
は
、
当
該
報
告
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
報
告
書
受
理
番
号

を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
を
経
由
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る

。 

 

（
報
告
書
受
理
番
号
の
通
知
） 

第
五
条 

金
融
庁
長
官
は
、
前
条
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
証
明
書
を
受
理
し

た
と
き
は
、
当
該
報
告
書
提
出
者
の
報
告
書
受
理
番
号
を
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
財
務
局
長
を
経
由
し
て
、
当
該
報
告
書
提
出
者
に
通
知
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


